
第５回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和５年６月１２日（月曜）     午前 ９時３０分 開会 

休 憩 9:34-35 9:49-50 9:52-53 9:54-55 

                   午前１０時０１分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 中田智惠子  

副委員長 立川 美穂 委 員 鈴木 健充  

委 員  木村 淳彦   

委 員  中村 和宏  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

委 員  正村紀美子   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史  

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、正村紀美子委員の欠席を報告し、事務局から本日の委員会の

日程を説明する。 

 

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 令和５年芽室町議会定例会６月定例会議の運営について  資料１ 

イ 議会白書（令和元年度～４年度概要版）について   当日資料２ 

ウ 令和５年度議会サポーターの委嘱について        資料３ 

エ 議員研修（６・７月実施分）について          資料４ 

オ 第１回モニター会議開催要領案について       当日資料５ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和５年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 令和５年芽室町議会定例会６月定例会議の運営について  資料１ 

・総務課長：「資料１－１」説明。なお、第３回議会運営委員会（５月２４日開催）

において、当初、最終日の提案予定議案としていた「芽室町総合体育館外構整備工



事請負変更契約締結の件」について、当初の予定に変更が生じ、提案に至るまでの

事務整理が整わなかったことから取り下げたく、併せてお諮りいただきたい。 

・立川副委員長：「資料１－２」説明。 

・委員長：「資料１－１」について、「提案予定議案の取り下げ」を含めて、意見・質

疑はないか？ 

（意見・質疑なし） 

・委員長：「資料１－２」について、意見・質疑はないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：「資料１－１」及び「資料１－２」について、説明内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、「資料１－１」及び「提案予定議案の取り下げ」、「資料

１－２」について、提案どおり決定する。 

・委員長：次に、資料１の「２ 提案予定事項の審査方法について」の説明を求める。 

・立川委員：資料１の「２」の説明。 

・委員長：意見・質疑はないか？ 

（意見・質疑なし） 

・委員長：説明内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、決定する。 

 

イ 議会白書（令和元年度～４年度任期版）について  当日資料２ 

・立川副委員長：「芽室町議会白書作成要領」に基づき、改選期の本年は、任期版と

して、過去４年分（令和元～４年度）の活動概要をまとめた体裁となる。本日の資

料では、一部数値等が確定していないために未定稿の部分もあるが、確定次第、事

務局で随時整理し、作成要領の規定のとおり、６月を発行時期として完成させる。

また、先般、全員協議会で共通認識を図ったとおり、今年度の「活性化計画」にお

いては、「議会白書」の体裁見直しの検討を「個別施策の課題」に掲げていること

から、次年度から改正版としてリニューアルできるよう、取り組むことを申し添

える。これらについて、次回、全員協議会（６月20日）で情報共有する。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、決定する。 

 

ウ 令和５年度議会サポーターの委嘱について  資料３ 

・立川副委員長：「芽室町議会サポーター設置要綱」に基づき、現任サポーター８名

に対して、承引していただけるかの意思を確認したい。その結果、辞退の申し出が

なければ、任期である１年の委嘱状を交付したい。なお、この制度の課題として

は、数年間助言や指導を受けていない方がいたり、新たに追加すべき人財の検討



をしていなかったりなど、人選について、どこかのタイミングで協議しておくこ

とが必要と考えることを申し添える。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・木村委員：要綱では定員５人以内となっているが、８人となっている理由は？ 

・委員長：資料に誤りがあった。正しい規定では但し書きがあり、議長が認めた場合

に増員可能となる。 

・委員長：他にないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、現任サポーターへの意思確認後、辞任の申し出がなけれ

ば、委嘱状を交付することとする。なお、人選に関する課題については、次回全員

協議会（６月20日）で協議する。 

 

エ 議員研修（６・７月実施分）について  資料４ 

・立川副委員長：すでに決定している今年度の「議員研修計画」に基づき、講師との

調整などが徐々に整い、６・７月の詳細が決定してきたので、確認し協議したい。

「資料４－１」の朱書部分が本日の協議事項である。議会が独自に企画した「専門

研修」及び北海道町村議会議長会が主催する「一般研修」を合わせた５件の協議と

なる。「資料４－２」の①は、６月21日に議会と町が共催で実施するもの。議会と

しては、指定管理者制度の基礎知識を会得することがねらいとなる。座学が主と

なる予定。②は議会活動の外部評価として、６月28日に議会のみで実施するもの。

JICA道東業務の代表である木全（きまた）氏を講師に招き、座学とワークショッ

プの２部構成。③は７月５日に北大を会場に受講するもの。対象は本町議会議員

のみ。指定管理者制度の研修第２弾として、議会がチェックすべき指定管理事業

の決算のポイントなど、具体的な内容を学ぶことで講師と協議中である。「資料４

－３」及び「４－４」は、全道町村議会議長会主催の研修であり、７月４・５日は

全議員対象で１泊２日、７月19日は新任議員４人が対象で日帰りとなっている。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認め、説明のとおり講師等と詰めていくことにする。また、次

回全員協議会（６月20日）で情報共有する。なお、議運としての研修の関わり方と

して、当日の進行やワークショップの準備、研修会後の講師の対応等もあること

から、別途協議するので協力いただきたい。 

 

オ 第１回モニター会議開催要領案について  当日資料５ 

・立川副委員長：開催日は８月２日（水曜）、報告事項、意見交換テーマ（モニター

の皆さんが日々の暮らしで気になること）等の説明  



・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長： 概要について決定し、詳細は改めて議運で詰めていく。次回全員協議会

（６月20日）で協議すると共に、モニターへの案内の際に、会議の前後の時間を

使って議場の見学を可能にする旨を付け加える。 

 

 

・委員長：お諮りする。当日追加として、「議会ホットボイスについて」を調査事項

としたい。異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

・委員長：当日追加調査事項として、決定する。 

 

 

カ 議会ホットボイスについて  当日資料６ 

 ・委員長：６月２日付で受理したホットボイスについて取扱いを協議したい。ここで

休憩とする。 

 

・委員長：休憩を取り消し、委員会を再開する。「議会ホットボイス取扱基準（以下

「基準」という。）」第３条第２号について協議したい。まず最初に「取扱いの可

否」について協議する。今回受理したホットボイスは、基準の第３条第３号に規定

する項目に定義されないことから「取り扱うこと」とする。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。次に「回答の可否」について協議する。このホットボイスは無

記名のため本人宛に回答はできないが、ホームページにおいて速やかに公開し、

議会だよりは７月号に掲載する。なお、議会だよりにおいては、編集の事情により

全文掲載が困難な際は、要約することとし、編集企画会議に一任することにした

い。異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。 

 

・委員長：回答案を作成するので、休憩とする。 

 

・委員長：休憩を取り消し、委員会を再開する。回答案について、意見・質疑はない

か？ 

・中村委員：ご提言の３つの視点が含まれた回答であり異論なく賛成する。 

・委員長：他にないか？ 

・（意見・質疑なし） 

・委員長：異議ないか？ 



・（異議なし） 

・委員長：決定とする。 

 

・委員長：お諮りする。さらに、当日追加として、正村紀美子議員からの「一般質問

通告撤回の申出について」を調査事項としたい。異議ないか？ 

 ・（異議なし） 

 ・委員長：当日追加調査事項として、決定する。 

 

キ 一般質問通告撤回の申出について  

・委員長：正村紀美子議員からの一般質問通告撤回申出受理に係る可否を協議した

い。概要は、昨日、６月11日（日曜）に議長に申出があり、撤回理由は、芽室町

議会会議条例第２条（欠席等の届出）に規定する会議への欠席事由が発生したこ

とによるものである。受理することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：異議なしと認める。よって、明日の一般質問は５人から４人とし、冒頭

の議会運営委員長審議結果で報告することとする。 

 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・正副一任 

 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で委員各位からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：事務局からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和５年６月１２日 

議会運営委員会 委員長 渡辺 洋一郎 

 

議 長 副議長 局 長 係 長 主 査 係 作成者氏名 

 

 

安田 敦史 

      



 

 


